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第一部　【企業情報】

第１　【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第141期
前第1四半期

第142期
当第1四半期

第141期
前期

会計期間
自　2008年 4月 1日
至　2008年 6月30日

自　2009年 4月 1日
至　2009年 6月30日

自　2008年 4月 1日
至　2009年 3月31日

収益 (百万円) 924,605 664,887 3,511,577

売上総利益 (百万円) 253,799 180,192 935,232

四半期(当期)純利益

(住友商事㈱に帰属）
(百万円) 78,063 24,989 215,078

売上高 (百万円) 2,849,046 1,875,764 10,749,996

株主資本 (百万円) 1,591,380 1,431,800 1,353,115

総資産額 (百万円) 7,781,317 6,839,086 7,018,156

1株当たり株主資本 (円) 1,273.11 1,145.41 1,082.47

1株当たり四半期(当期)純利益

(住友商事㈱に帰属）
(円) 62.45 19.99 172.06

潜在株式調整後1株当たり四半期

(当期)純利益(住友商事㈱に帰属）
(円) 62.44 19.99 172.03

株主資本比率 (％) 20.5 20.9 19.3

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 28,079 165,017 345,596

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △80,329 △36,054 △308,653

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 1,078 △122,899 44,475

現金及び現金同等物の四半期末(期末)

残高
(百万円) 401,933 519,215 511,350

従業員数 (人) 67,356 71,031 70,755

　(注) １　当社の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準（以下、「米国会計基準」とい

う。）に基づき作成しております。

２　「売上高」は、当社及び子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計で

あります。これは日本の総合商社で一般的に用いられている指標であり、米国会計基準に基づく「Sales」ある

いは「Revenues」と同義ではなく、また、代用されるものではありません。

３　「売上高」には、消費税等は含まれておりません。

４　本報告書においては、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間を「第1四半期」、前連結会計年度を

「前期」と記載しております。

５　当第1四半期より財務会計基準書第160号「連結財務諸表における非支配持分－会計調査広報（ARB）第51号

の改訂」を適用しており、表示を一部変更しております。　
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２【事業の内容】

  　当社は、2009年4月1日付で、化学品・エレクトロニクス事業部門と資源・エネルギー事業部門とを統合して資源・

化学品事業部門を新設し、営業部門を7事業部門に再編しました。これに伴い、当第1四半期よりオペレーティング・

セグメントを変更しております。

　　資源・化学品セグメントの取扱商品又は事業の内容、及び主要な関係会社名は以下のとおりであります。　

セグメント 取扱商品又は事業の内容 主要な関係会社名

資源・化学品

石炭・鉄鉱石・非鉄金属原料・ウラン・石油・LNG等の

開発・輸入、石油・LPG（液化石油ガス）・電池・炭素

電極関連原材料及び半製品・製品の取扱い、並びに合成

樹脂・有機及び無機化学品・医薬・農薬・電子及び電池

材料・電子機器及び部品の国内外取引及び基板実装事業

を推進。

　ヌサ・テンガラ・マイニング 　　　Sumisho Coal Australia

 

 

　Minera San Cristobal 　　 　 　　The Hartz Mountain

　　また、国内ブロック・支社セグメントの住友商事マシネックス関西は、2009年4月1日にインフラセグメントの住友商

事マシネックスに合併されました。これに伴い、当第1四半期から住友商事マシネックス関西は「主要な関係会社」

から外れております。

３【関係会社の状況】

　(1) 子会社

　　①　当第1四半期において減少した子会社

　　 　当第1四半期において、重要な子会社の減少はありません。 

　　②　当第1四半期において増加した子会社

　　　　　当第1四半期よりSummit Petroleumが連結子会社となりました。当該会社の状況は次のとおりであります。

事業内容 会社名 住所 資本金又は出資金
(千現地通貨)

議決権
所有割合

(％)

関係内容

役員の
兼任等

(人)
営業上の取引等

資源・化学品

事業
Summit Petroleum 英国、ロンドン Stg£ 57,666 100.00 2 デリバティブ関係取引

(注)　役員の兼任等には出向者を含んでおります。

　(2) 関連会社

　　①　当第1四半期において減少した関連会社

　　　当第1四半期において、重要な関連会社の減少はありません。

　　②　当第1四半期において増加した関連会社

　　　　　当第1四半期において、重要な関連会社の増加はありません。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 2009年6月30日現在

従業員数 71,031人　 〔21,000人〕　

　(注) １　上記従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔　〕に当第1四半期の平均人員数を外数で記載しております。

２　臨時従業員数には、派遣契約による従業員を含めております。

　  (2) 提出会社の状況

　 2009年6月30日現在

従業員数 　　　　　　　　　　　　　　　 5,136人　　　　　　　　

　(注) 上記従業員数のうち、他社への出向者は1,587人、相談役・顧問は13人であります。上記従業員数のほか他社から

       の出向者は138人、海外支店・駐在員事務所が現地で雇用している従業員は373人であります。
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第２【事業の状況】

１【販売の状況】

売上高

オペレーティング・セグメント別売上高

期間

セグメント

前第1四半期
（自　2008年4月 1日
至　2008年6月30日）

当第1四半期　
（自　2009年4月 1日　
至　2009年6月30日）　

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円)　 構成比(％)　

金属 482,118 16.9 320,875 17.1

輸送機・建機 443,431 15.6 311,139 16.6

インフラ 78,066 2.7 49,322 2.6

メディア・ライフスタイル 142,859 5.0 139,898 7.5

資源・化学品 908,683 31.9 510,785 27.2

生活産業・建設不動産 231,334 8.1 168,431 9.0

金融・物流 36,999 1.3 8,998 0.5

国内ブロック・支社 274,777 9.7 184,961 9.9

海外現地法人・海外支店 528,167 18.5 341,805 18.2

消去又は全社 △277,388 △9.7 △160,450 △8.6

合計 2,849,046 100.0 1,875,764 100.0

　(注) １　成約高と売上高との差額は僅少のため、成約高の記載は省略しております。

２　仕入高と売上高は概ね連動しているため、仕入高の記載は省略しております。

３　「売上高」は、当社及び子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計で

あります。これは日本の総合商社で一般的に用いられている指標であり、米国会計基準に基づく「Sales」ある

いは「Revenues」と同義ではなく、また、代用されるものではありません。

４　当社は、2009年4月1日付にて営業部門を8事業部門から7事業部門に再編しました。これに伴い、当第1四半期よ

りオペレーティング・セグメントを変更しております。また、前第1四半期のオペレーティング・セグメント

は組替えて表示しております。

２【事業等のリスク】

　当第1四半期において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　特記事項はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

企業環境

　当第1四半期の世界経済は、金融危機による信用収縮の悪影響が先進国のみならず新興国にも波及し、景況感の悪化

と需要減退の悪循環が続きましたが、各国の政策総動員の効果から中国など新興国を中心に急減速に歯止めがかか

る兆しが出始めました。国際商品市況は、需要回復期待からリスク資産への資金流入が徐々に回復し、緩やかに上昇

しました。

　国内経済は、世界的な信用収縮の悪影響が伝播し、輸出減・生産減の悪循環、雇用調整が進行しました。ただ、政府が

緊急経済対策を取りまとめ、日銀も潤沢な資金供給に動いた結果、景況感の悪化や輸出減・生産減の動きに歯止めが

かかりました。

業績

　当第1四半期の売上高 (注１) は、前第1四半期（以下、「前年同期」という。）を34％下回る1兆8,758億円となりまし

た。売上総利益は、前年同期に比べ736億円減少し1,802億円となりました。販売費及び一般管理費は、円高により海外

子会社の経費が目減りしたことなどから102億円減少しましたが、営業利益 (注２) は、前年同期に比べ638億円減少

し199億円となりました。また、持分法損益は、前年同期に比べ193億円減益の123億円となりました。これらの結果、四

半期純利益(住友商事㈱に帰属)は250億円となり、前年同期と比較して531億円の減益となりました。

　四半期純利益(住友商事㈱に帰属)のセグメント別の状況は次のとおりです。尚、当社は、2009年4月1日付で「化学品

・エレクトロニクス事業部門」と「資源・エネルギー事業部門」を統合し、「資源・化学品事業部門」を新設して

おります。これに伴い、「資源・化学品事業部門」における前年同期の四半期純利益(住友商事㈱に帰属)を組替えて

おります。

・金属事業部門では、スチールサービスセンター事業の需要が低迷したこと、また、ステンレス等の市況が下落した

ことなどから、前年同期に比べ66億円減益の28億円となりました。

・輸送機・建機事業部門では、欧州を中心とした自動車・建機事業の需要が低迷したこと、住友三井オートサービス

が減益であったことなどから、前年同期に比べ43億円減益の48億円となりました。

・インフラ事業部門では、アジアを中心とした電力事業において輸出取引が減少したことなどから、前年同期に比べ

25億円減益の25億円となりました。

・メディア・ライフスタイル事業部門では、ジュピターテレコムやサミットが堅調に推移したことなどから、前年同

期に比べほぼ横ばいの19億円となりました。

・資源・化学品事業部門では、ボリビア銀・亜鉛・鉛事業が黒字となりましたが、豪州石炭事業において販売価格が

下落したこと、ヌサ・テンガラ・マイニングや米州銅事業が市況低迷の影響を受けたことなどから、前年同期に比べ

185億円減益の16億円となりました。

・生活産業・建設不動産事業部門では、バナナ事業が好調に推移したものの、肥料ビジネスでは市況下落の影響があ

り、また、前年同期に住宅分譲事業において大口案件があったことなどから、前年同期に比べ30億円減益の24億円と

なりました。

・金融・物流事業部門では、三井住友ファイナンス＆リースが減益であったこと、また、国内金融事業において貸倒

引当金繰入があったことなどから、前年同期に比べ23億円減益の5億円となりました。

・国内ブロック・支社では、金属関連ビジネスが減益であったことなどから、前年同期に比べ23億円減益の2億円と

なりました。
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・海外現地法人・海外支店では、金属関連ビジネス及び肥料ビジネスが減益であったことなどから、前年同期に比べ

87億円減益の59億円となりました。

(注１) 「売上高」は、当社及び子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計

であります。これは日本の総合商社で一般的に用いられている指標であり、米国会計基準に基づく「Sales」

あるいは「Revenues」と同義ではなく、また、代用されるものではありません。 　

(注２) 「営業利益」は、日本の会計慣行に従い表示しているもので、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」、

「貸倒引当金繰入額」を合計したものです。

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当第1四半期のキャッシュ・フローは、営業活動では、営業資産が大幅に減少したことなどにより、1,650億円の

キャッシュ・インとなりました。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動では、リース資産の取得や北海油田の権益保有会社を新規に買収したことなどにより、361億円のキャッ

シュ・アウトとなりました。

　この結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリーキャッシュ・

フローは、1,290億円のキャッシュ・インとなりました。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動では、1,229億円のキャッシュ・アウトとなりました。これらの結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物

は、前期末に比べ79億円増加し、5,192億円となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第1四半期において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

　特記事項はありません。

(5) 経営戦略の現状と見通し

中期経営計画「FOCUS’10」の概要　

　当社の中期経営計画に関する以下の説明は、数々の判断、見積り、前提に基づき算出された今後の見通しに関するも

のです。なお、文中における将来に関する情報は、別段の記載がない限り、当四半期報告書提出日現在における当社の

判断、目標、一定の前提または仮定に基づく予想等であり、将来そのとおりに実現する保証はありません。 　

　当社は、中期経営計画を策定し、経営目標を掲げるとともに、その進捗状況を逐次確認しながら目標の達成に向けて

取り組んでいます。本年4月からスタートした「FOCUS’10」では、未曾有の経済危機という厳しい外部環境、並びに

1999年4月開始の中期経営計画「改革パッケージ」から本年3月末終了の「GG Plan」までの10年間にわたる経営改

革を踏まえ、経営理念に掲げる「新たな価値の創造」に改めて取り組むことで、次の10年間を見据えた「新たなス

テージにおける成長シナリオ」の確立を目指しています。そのために、「健全性・効率性を再強化しつつ、価値創造

力を高めることで中長期的な成長を図る」、「ビジネス毎の特性や強みを活かし、多様な道行きを通して全社の成長

につなげる」という2つの基本方針の下、定性面では、「メリハリある成長戦略の着実な実行」、「健全性・効率性の

徹底的な強化」、「価値創造力を高めるための人材および組織づくり」に注力しています。また、定量面では、2009年

度連結純利益1,150億円、2年平均で10％程度のリスク・リターンを確保することを目標に掲げています。
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(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

  当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャ

ルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、低利かつ中長期にわたり、

安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することです。

　昨年9月に起こったリーマン・ブラザーズの破綻に端を発し、世界的な金融市場の混乱が続きましたが、当社は従来

より主要な金融機関と良好な関係を維持することにより、長期安定的な資金を競争力のあるコストにて調達してお

り、当第1四半期における当社資金調達への影響は限定的でありました。

　当社は総額3兆8,920億円の短期借入金と長期債務を有しており、このうち短期借入金は、前期末比850億円減少の

7,071億円で、内訳は短期借入金(主として銀行借入金)4,011億円、コマーシャルペーパー3,060億円となっております。

　 また、流動性については、従来より金融市場の混乱等、いくつかの有事シナリオを想定の上、必要な流動性額の保持

につとめており、当第1四半期においても十分な流動性を保持しております。

　当社は、当第1四半期末時点で、総額1,100百万米ドル、及び4,450億円を上限とする即時に借入可能な複数のコミット

メントライン(短期借入枠)を締結しておりますが、当四半期報告書の提出日までに、これらのコミットメントライン

に基づく借入はありません。また、これらのコミットメントラインには、借入の実行を制限する重大なコベナンツ、格

付トリガー条項などは付されていません。なお、これらのコミットメントラインのほかに、当社は、コミットメント

ベースでない借入枠を有しています。

　当社は、資本市場での直接調達を目的として、国内外で複数の資金調達プログラムを設定しています。当第1四半期

末時点での当社の長期及び短期の信用格付は、ムーディーズでA2/P-1、スタンダード＆プアーズでA/A-1、格付投資情

報センターでAA-/a-1+となっております。

　有利子負債は、前期末より928億円減少し、3兆6,099億円となりました。現預金ネット後の有利子負債では、前期末よ

り999億円減少の3兆869億円となりました。

　株主資本は、未実現有価証券評価損益や外貨換算調整勘定が改善したことなどにより、前期末に比べ787億円の増加

となりました。この結果、株主資本比率は、1.6ポイント改善し20.9％となりました。また、現預金ネット後の

Debt-Equity Ratio（有利子負債／株主資本）も、0.2ポイント改善し2.2倍となりました。
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第３【設備の状況】

１ 主要な設備の状況

(1) 提出会社の設備の状況

　当第1四半期において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2) 国内子会社の設備の状況

　当第1四半期において、主要な設備に重要な異動はありません。

(3) 在外子会社の設備の状況

　当第1四半期において、主要な設備に重要な異動はありません。

２ 設備の新設、除却等の計画

　重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

　① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,000,000,000

計 2,000,000,000

　② 【発行済株式】

種類
当第1四半期末
現在発行数(株)
(2009年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

　 (2009年8月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,250,602,867 　　　1,250,602,867

東京、大阪、名古屋(以上

市場第一部)及び福岡の

各証券取引所

完全議決権株式（権利内

容に何ら限定がなく、当

社において標準となる株

式）

単元株式数100株

計 1,250,602,867 　　　1,250,602,867 ― ―

  (注) １　提出日現在の発行数には、2009年8月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

２　米国において、米国預託証券（ADR）を発行しております。
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(2)【新株予約権等の状況】

 　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　 2005年6月24日開催の定時株主総会決議による新株予約権

　
当第1四半期末現在

(2009年6月30日)

新株予約権の数（個） 18  (注) １

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　(注) ２

新株予約権の目的となる株式の数（株）   18,000　(注) ３

新株予約権の行使時の払込金額（円）    948  (注) ４

新株予約権の行使期間
2006年4月 1日～

2010年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　948  (注) ４

資本組入額　474  (注) ５

新株予約権の行使の条件 (注) ６

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　(注)　１　上記新株予約権には、退任等により行使の条件を満たしていない新株予約権を含めていない。

２　株式の内容は、「１（1）②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりである。

３　新株予約権1個につき、当社普通株式1,000株とする。ただし、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併

合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調

整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的とな

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

４　新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により、払込金額を調整し、調

整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使及び公正な発行価

額による公募増資の場合は、この限りではない。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、払込金額を分割または併合の比率に

応じて比例的に調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。

上記のほか、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要

とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。

５　(注)４に定める1株当たりの発行価額が調整された場合の資本組入額は調整後の発行価額の2分の1とし、計

    算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。

６　新株予約権の行使の条件 

(1)権利行使時に当社の取締役、執行役員又は当社資格制度に基づく理事であることを要する。 

(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、上記に定める権利行使期間満了前といえども、直ちに新株　　　

　　　

　 予約権を行使する資格を喪失し、新株予約権は消滅する。

　　　 ・新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合

       ・新株予約権者が、死亡した場合

　　　 ・新株予約権者が、当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合 

　  (3)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 

　　(4)新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権を整数個の単位で行使するものとする。 
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 　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　2006年6月23日開催の定時株主総会決議による新株予約権

　
当第1四半期末現在

(2009年6月30日)

新株予約権の数（個）     98  (注) １

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　(注) ２

新株予約権の目的となる株式の数（株） 98,000　(注) ３

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1,624　(注) ４

新株予約権の行使期間
2007年4月 1日～

2011年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

　発行価格　　1,624　(注) ４

　資本組入額　  812　(注) ５

新株予約権の行使の条件  (注) ６

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ７

新株予約権の取得条項に関する事項 (注) ８

　(注)　１　上記新株予約権には、退任等により行使の条件を満たしていない新株予約権を含めていない。

２　株式の内容は、「１（1）②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりである。

３　新株予約権1個につき、当社普通株式1,000株とする。ただし、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併

合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調

整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的とな

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

４　新株予約権発行後に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により、払込金額を調整し、調

整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使及び公正な発行価

額による公募増資の場合は、この限りではない。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

また、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、払込金額を分割または併合の比率に

応じて比例的に調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。

上記のほか、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要

とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。

５　(注)４に定める1株当たりの発行価額が調整された場合の資本組入額は調整後の発行価額の2分の1とし、計

　　算の結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。

６  新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時に当社の取締役、執行役員又は当社資格制度に基づく理事であることを要する。

(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、上記に定める権利行使期間満了前といえども、直ちに新株

　 予約権を行使する資格を喪失し、新株予約権は消滅する。

　 ・新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合

　 ・新株予約権者が、死亡した場合

　 ・新株予約権者が、当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合

(3)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。

(4)新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権を整数個の単位で行使するものとする。
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７　組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これら

を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。) の新株予約権

を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

　 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

　 再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

　 組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 　組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(5)新株予約権を行使することができる期間

　 上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成　

　 行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める残存新株予約権を行

　 使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

   上記(注)５に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

　 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

　 下記(注)８に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

　 上記(注)６に準じて決定する。

８　新株予約権の取得条項

新株予約権者が上記(注)６(1)の条件を満たさなくなった場合、または上記(注)６(2)のいずれかに該当する事

由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権

について、当社はこれを無償で取得することができる。
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②　2006年6月23日開催の定時株主総会決議による新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

　
当第1四半期末現在

(2009年6月30日)

新株予約権の数（個）　 73

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　(注) １

新株予約権の目的となる株式の数（株） 73,000　(注) ２

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1

新株予約権の行使期間
当社取締役及び執行役員のいずれの

地位も喪失した日の翌日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　1

資本組入額　　1

新株予約権の行使の条件 (注) ３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ４

新株予約権の取得条項に関する事項 (注) ５

　(注)　１　 株式の内容は、「１（1）②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりである。

２　 新株予約権1個につき、当社普通株式1,000株とする。ただし、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式

併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を

調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的と

なる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

　　　　　　　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３　新株予約権の行使の条件

(1)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、上記に定める権利行使期間満了前といえども、直ちに新株

　 予約権を行使する資格を喪失し、新株予約権は消滅する。

　　　　　 ・新株予約権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合

　　　　　 ・新株予約権者またはその法定相続人が、当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄す　　　

　　　　　　 る旨を申し出た場合

(2)新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めない。

(3)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。当該法定相続人は、新株予約権　　　　

　　　　　　

 　者の死亡後6ヶ月間に限り、当該新株予約権を行使することができる。

(4)新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権を整数個の単位で行使するものとする。

４　組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これら

を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権

を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

　　　　　 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

　　　　 　再編成対象会社の普通株式とする。
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(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

　　　　 　組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に当

　該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される

  各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とす

  る。

　　　　(5)新株予約権を行使することができる期間

　　　　　 上記新株予約権の行使期間に準じて決定する。

　　　　(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　    　 上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

　　　　(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　　　 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

　　　　(8)新株予約権の取得条項

　　　　 　下記(注)５に準じて決定する。

　　　　(9)その他の新株予約権の行使の条件

　　　　　 上記(注)３に準じて決定する。

５　新株予約権の取得条項

　　    新株予約権者が上記(注)３(1)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行

使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。
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③　2007年5月18日開催の取締役会及び2007年6月22日開催の定時株主総会決議による新株予約権

　
当第1四半期末現在

(2009年6月30日)

新株予約権の数（個）   1,350　(注) １

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　(注) ２

新株予約権の目的となる株式の数（株） 135,000　(注) ３

新株予約権の行使時の払込金額（円）   2,415　(注) ４

新株予約権の行使期間
2008年4月 1日～

2012年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,415  (注) ４

資本組入額　1,208  (注) ５

新株予約権の行使の条件 (注) ６

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ７

新株予約権の取得条項に関する事項 (注) ８

　(注)  １～８については、①2006年6月23日開催の定時株主総会決議による新株予約権の(注)１～８に同じ。 

　　　　ただし、新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。

④　2007年5月18日開催の取締役会及び2007年6月22日開催の定時株主総会決議による新株予約権

　 （株式報酬型ストック・オプション）

　
当第1四半期末現在

(2009年6月30日)

新株予約権の数（個） 848

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　(注) １

新株予約権の目的となる株式の数（株） 84,800　(注) ２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
当社取締役及び執行役員のいずれの

地位も喪失した日の翌日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　1

資本組入額　  1

新株予約権の行使の条件 (注) ３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ４

新株予約権の取得条項に関する事項 (注) ５

　(注)  １～５については、②2006年6月23日開催の定時株主総会決議による新株予約権 （株式報酬型ストック・オプ　　　　　

ション）の(注)１～５に同じ。ただし、新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。
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⑤　2008年5月16日開催の取締役会及び2008年6月20日開催の定時株主総会決議による新株予約権

　
当第1四半期末現在

(2009年6月30日)

新株予約権の数（個）   1,580　(注) １

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　(注) ２

新株予約権の目的となる株式の数（株） 158,000　(注) ３

新株予約権の行使時の払込金額（円）   1,537　(注) ４

新株予約権の行使期間
2009年4月 1日～

2013年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,537  (注) ４

資本組入額　　769  (注) ５

新株予約権の行使の条件 (注) ６

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ７

新株予約権の取得条項に関する事項 (注) ８

　(注)  １～８については、①2006年6月23日開催の定時株主総会決議による新株予約権の(注)１～８に同じ。 

　　　　ただし、新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。

⑥　2008年5月16日開催の取締役会及び2008年6月20日開催の定時株主総会決議による新株予約権

　 （株式報酬型ストック・オプション）

　
当第1四半期末現在

(2009年6月30日)

新株予約権の数（個） 1,430

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　(注) １

新株予約権の目的となる株式の数（株） 143,000　(注) ２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
当社取締役及び執行役員のいずれの

地位も喪失した日の翌日から10年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　1

資本組入額　  1

新株予約権の行使の条件 (注) ３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ４

新株予約権の取得条項に関する事項 (注) ５

　(注)  １～５については、②2006年6月23日開催の定時株主総会決議による新株予約権 （株式報酬型ストック・オプ　　　　　

ション）の(注)１～５に同じ。ただし、新株予約権1個につき、当社普通株式100株とする。
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(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

 2009年4月1日～

  2009年6月30日　
― 1,250,602,867 ― 219,278 ― 230,412

(5)【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第1四半期において、大株主の異動は把握しておりません。

(6)【議決権の状況】

当第1四半期末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができな

いことから、直前の基準日（2009年3月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

　 （2009年6月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式　　　　　576,300 

（相互保有株式）

普通株式　　　     82,800

－

「１(1)②発行済株式」の「内

容」欄に記載のとおりであり

ます。

完全議決権株式（その他） 普通株式　　1,249,469,100 12,494,683 同上

単元未満株式 普通株式　　    　474,667 －
同上

 1単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 1,250,602,867 － －

総株主の議決権 － 12,494,683 －

　(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,500株(議決権65個)含まれて

おります。また、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式が800株含まれております

が、この株式に係る議決権8個は含まれておりません。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式に含まれる自己株式、相互保有株式（会社法第308条第1項及び会社法施行規則

第67条）及び証券保管振替機構名義の失念株式の所有者並びに所有株式数は次のとおりであります。

住友商事 55株

(うち、株主名簿上は住友商事名義となっているが、実質的に所有していない単元未満株式34株)

日本カタン 34株 証券保管振替機構 10株
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② 【自己株式等】

　 （2009年6月30日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）      

住友商事
東京都中央区晴海1丁目8番

11号
576,300 － 576,300 0.05

（相互保有株式）      

ＮＳステンレス
東京都中央区日本橋本石町3

丁目2番2号
45,000 － 45,000 0.00

サンキョウ
北海道北見市東相内町

123番地2
37,600 － 37,600 0.00

日本カタン
大阪府枚方市磯島南町13番1

号
200 － 200 0.00

計 ― 659,100 － 659,100 0.05

 　(注)   このほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が800株あります。

  なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

２【株価の推移】

【当第1四半期における月別最高・最低株価】

月別 2009年4月 5月 6月

最高(円) 977 971 1,108

最低(円) 832 866 946

　(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　第141期の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員（取締役・監査役）の異動はありませ

ん。
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第５【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）第93条の規定により、米国において一般に公正妥当と認め

られている会計基準による用語、様式及び作成方法に基づいて作成しております。

　本報告書の四半期連結財務諸表等の金額の表示は、百万円未満を四捨五入して記載しております。

２　監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第1四半期及び当第1四半期の四半期連結財務諸表に

ついて、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

(注) 本報告書においては、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間を「第1四半期」、前連結会計年度を「前

期」と記載しております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

　 　
当第1四半期末

(2009年6月30日)

前期末
連結貸借対照表
(2009年3月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部) 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び現金同等物 　  519,215   511,350  

２　定期預金 　  3,767   4,514  

３　有価証券 ５,11　  13,684   18,963  

４　営業債権 　       

(1) 受取手形及び短期貸付金 　 191,685   188,564   

(2) 売掛金 　 1,177,839   1,304,030   

(3) 関連会社に対する債権 　 112,627   115,943   

(4) 貸倒引当金 　 △16,672 1,465,479  △16,477 1,592,060  

５　棚卸資産 11　  775,265   840,088  

６　短期繰延税金資産 　  30,956   33,987  

７　前渡金 　  93,926   94,859  

８　その他の流動資産
９,10
11　　  196,956   279,026  

流動資産合計 　  3,099,248 45.31  3,374,847 48.09

Ⅱ　投資及び長期債権 10　       

１　関連会社に対する
投資及び長期債権

　  932,700   893,372  

２　その他の投資 ５,11　  502,657   450,280  

３　長期貸付金及び
長期営業債権

　  715,979   745,583  

４　貸倒引当金 　  △34,605   △33,051  

投資及び長期債権合計 　  2,116,731 30.95  2,056,184 29.30

Ⅲ　有形固定資産
　
　

      

１　有形固定資産(取得原価) 　  1,805,011   1,725,887  

２　減価償却累計額 　  △708,191   △670,738  

有形固定資産合計 　  1,096,820 16.04  1,055,149 15.03

Ⅳ　暖簾及びその他の無形資産 　  387,574 5.67  400,555 5.71

Ⅴ　長期前払費用 　  56,201 0.82  43,518 0.62

Ⅵ　長期繰延税金資産 　  37,403 0.55  36,161 0.51

Ⅶ　その他の資産
９,10
11　  45,109 0.66  51,742 0.74

資産合計 13  6,839,086 100.00  7,018,156 100.00
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当第1四半期末

(2009年6月30日)

前期末
連結貸借対照表
(2009年3月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(負債及び資本の部) 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　短期借入金 　  707,149   792,169  

２　一年以内に期限の
到来する長期債務

　  420,259   382,849  

３　営業債務 　       

(1) 支払手形 　 54,681   63,719   

(2) 買掛金 　 759,194   830,356   

(3) 関連会社に対する債務 　 28,013 841,888  34,863 928,938  

４　未払法人税等 　  24,532   28,133  

５　未払費用 　  70,679   85,634  

６　前受金 　  128,172   122,389  

７　その他の流動負債
９,10
11　  156,222   239,591  

流動負債合計 　  2,348,901 34.35  2,579,703 36.76

Ⅱ　長期債務
(一年以内期限到来分を除く)

９,10
11　　  2,764,628 40.42  2,821,287 40.20

Ⅲ　年金及び退職給付債務 　  19,139 0.28  20,003 0.28

Ⅳ　長期繰延税金負債 　  167,998 2.46  138,264 1.97

Ⅴ　契約及び偶発債務 14　       

Ⅵ　資本 ８       

１　株主資本 　       

(1) 資本金(普通株式) 　  219,279   219,279  

発行可能株式総数：2,000,000,000株 　       

発行済株式総数 　       

当第1四半期末：1,250,602,867株 　       

前期末：　　　 1,250,602,867株 　       

(2) 資本剰余金 　  291,284   291,256  

(3) 利益剰余金 　       

利益準備金 　 17,696   17,696   

その他の利益剰余金 　 1,115,681 1,133,377  1,109,442 1,127,138  

(4) 累積その他の包括損益 　  △211,005   △283,416  

(5) 自己株式(取得原価) 　  △1,135   △1,142  

自己株式数 　       

当第1四半期末： 573,701株 　       

 前期末：　　　  576,321株 　       

株主資本合計 　  1,431,800 20.93  1,353,115 19.28

２　非支配持分　 　  106,620 1.56  105,784 1.51

資本合計 　  1,538,420 22.49  1,458,899 20.79

負債及び資本合計 　  6,839,086 100.00  7,018,156 100.00
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第1四半期】　

　 　

前第1四半期
(自　2008年4月 1日
  至　2008年6月30日)

　

当第1四半期
(自　2009年4月 1日
  至　2009年6月30日)

　

区分 注記
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円) 百分比
(％)

Ⅰ　収益 ９,13       

１　商品販売に係る収益 11 751,124   526,430   

２　サービス及びその他の販売に係る収
益

　 173,481 924,605 100.00 138,457 664,887 100.00

Ⅱ　原価 ９　       

１　商品販売に係る原価 11 △616,488   △432,068   

２　サービス及びその他の販売に係る原
価

　 △54,318 △670,806 △72.55 △52,627 △484,695 △72.90

 売上総利益 13  253,799 27.45  180,192 27.10
　 　       

Ⅲ　その他の収益・費用（△） 　       

１　販売費及び一般管理費 ７ △167,703   △157,464   

２　貸倒引当金繰入額 　 △2,343   △2,809   

３　固定資産評価損 ６　 －   △779   

４　固定資産売却損益 　 935   643   

５　受取利息 ９　 5,950   4,193   

６　支払利息 ９　 △14,428   △10,805   

７　受取配当金 　 8,101   5,497   

８　有価証券評価損 　 △861   △258   

９　有価証券売却損益 ５　 1,421   2,858   

10　関係会社の新株発行に伴う損益 　 12   △3   

11　持分法損益 　 31,583   12,320   

12　その他の損益 ９　 204 △137,129 △14.83 503 △146,104 △21.97

 税引前四半期純利益 　  116,670 12.62  34,088 5.13
　 　       

Ⅳ　法人税等 　       

１　当期 　 △29,821   △8,496   

２　繰延 　 △5,146 △34,967 △3.78 758 △7,738 △1.17

 非支配持分控除前四半期純利益 　  81,703 8.84  26,350 3.96
　 　       

Ⅴ　非支配持分帰属利益 　  △3,640 △0.40  △1,361 △0.20

    四半期純利益（住友商事㈱に帰属） 13  78,063 8.44  24,989 3.76

　 　       

  売上高（注） 13  2,849,046   1,875,764  

1株当たり四半期純利益
   （住友商事㈱に帰属）： 12　 　 (円) 　 　 (円) 　

基本的 　  62.45   19.99  

潜在株式調整後 　  62.44   19.99  

 (注)「売上高」は当社及び子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計でありま

す。これは日本の総合商社で一般的に用いられている指標であり、米国において一般に公正妥当と認められている会

計基準に基づく「Sales」あるいは「Revenues」と同義ではなく、また、代用されるものではありません。
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(3)【四半期連結包括損益計算書】

【第1四半期】　

　  
前第1四半期

(自　2008年4月 1日
  至　2008年6月30日)

当第1四半期
(自　2009年4月 1日
  至　2009年6月30日)

　区分 注記
番号　

 
金額(百万円)

 

 
金額(百万円)

 

包括損益 ８　     

非支配持分控除前四半期純利益 　  81,703  26,350

その他の包括損益－税効果後 　     

未実現有価証券評価損益増減額 ５　 42,757  40,958  

外貨換算調整勘定増減額 ９　 △5,117  25,909  

未実現デリバティブ評価損益増減額 ９　 1,488  △1,870  

年金債務調整勘定増減額 　 3,896 43,024 9,398 74,395

非支配持分控除前包括損益合計 　  124,727  100,745

非支配持分帰属包括損益 　  △1,122  △3,345

四半期包括損益合計（住友商事㈱に帰属） 　  123,605  97,400
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(4)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前第1四半期

(自　2008年4月 1日
  至　2008年6月30日)

当第1四半期
(自　2009年4月 1日
  至　2009年6月30日)

区分 注記
番号 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

非支配持分控除前四半期純利益 　 81,703 26,350

営業活動によるキャッシュ・フローに
するための調整 　   

減価償却費及び無形資産償却費 　 40,434 40,546

貸倒引当金繰入額 　 2,343 2,809

固定資産評価損 　 ― 779

固定資産売却損益 　 △935 △643

有価証券評価損 　 861 258

有価証券売却損益 　 △1,421 △2,858

関係会社の新株発行に伴う損益 　 △12 3

持分法損益(受取配当金控除後) 　 △900 △103

営業活動に係る資産負債の増減
(子会社の買収・売却の影響控除後) 　   

営業債権の増減額(増加：△) 　 △57,813 140,244

棚卸資産の増減額(増加：△) 　 △53,718 72,733

営業債務の増減額(減少：△) 　 10,747 △97,299

前払費用の増減額(増加：△) 　 △19,695 △10,238

その他－純額 　 26,485 △7,564

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 28,079 165,017

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

有形固定資産等の取得による支出 　 △86,527 △50,257

有形固定資産等の売却による収入 　 6,225 14,191

売却可能有価証券の取得による支出 　 △180 △3,040

売却可能有価証券の売却による収入 　 5,531 2,587

売却可能有価証券の償還による収入 　 ― 2,760

満期保有有価証券の取得による支出 　 △200 ―

満期保有有価証券の償還による収入 　 ― 200

その他の投資等の取得による支出 　 △52,126 △34,039

その他の投資等の売却・償還による収入 　 17,907 27,585

貸付等による支出 　 △109,030 △104,364

貸付金等の回収による収入 　 143,522 107,278

定期預金の収支 　 △5,451 1,045

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △80,329 △36,054

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

短期借入債務の収支 　 44,902 △88,033

長期借入債務の調達による収入 　 112,180 114,435

長期借入債務の返済による支出 　 △131,001 △130,558

配当金の支払額 　 △24,999 △18,750

自己株式の取得及び売却による収支 　 △4 7

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 1,078 △122,899

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 △3,704 1,801

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 　 △54,876 7,865

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 456,809 511,350

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 　 401,933 519,215
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四半期連結財務諸表注記事項

１　四半期連結財務諸表の基本事項

　当四半期連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準（以下、「米国会計基準」

という。）に基づき作成しております。当社及び子会社（以下、「当社」という。）は、基本的にそれぞれの所在

国の会計基準に基づく会計帳簿を保持しており、米国会計基準に準拠すべく一定の調整を加えております。

２　連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況

(1) 連結財務諸表の作成状況

　当社では、海外での資金調達等を目的として、1975年より米国会計基準に基づく連結財務諸表を作成しており

ます。

(2) 米国証券取引委員会における登録状況

　当社は、米国1933年証券法に基づく様式F-6による登録届出書の提出、及び米国1934年証券取引所法施行規則

12g3-2(b)に基づく申請を行い、2002年9月18日に、米国証券取引委員会（SEC）に対し、米国預託証券（ADR）

Level-1（店頭取引）の発行登録を行っております。

３　四半期財務諸表に関する会計基準及び四半期連結財務諸表規則に準拠して作成する場合との主要な相違の内容

　米国会計基準に準拠して作成した当四半期連結財務諸表と、本邦の四半期財務諸表に関する会計基準及び四

半期連結財務諸表規則に準拠して作成した四半期連結財務諸表との主要な相違は次のとおりであります。

(1) 四半期連結財務諸表の構成について

　当四半期連結財務諸表は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括損益計算書、四半期

連結キャッシュ・フロー計算書及び注記により構成されております。

(2) 四半期連結財務諸表における表示の相違について

営業債権債務

　通常の取引に基づき発生した営業上の債権債務（但し、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ず

る債権で1年以内に回収されないことが明らかなものを除く。）については、本邦の会計基準では流動項目と

して表示しますが、当四半期連結財務諸表ではその決済期日が四半期連結貸借対照表日の翌日から起算し1

年を超えるものを非流動項目として区分表示しております。

(3) 会計処理基準の相違について

① 有価証券

　被投資会社の合併等により金銭を伴わない交換差損益が発生した場合、発生問題専門委員会報告第91-5号

「原価法で評価される投資の非貨幣交換取引」に基づき、損益を認識しております。

② 圧縮記帳

　有形固定資産の圧縮記帳については、圧縮記帳がなかったものとして処理しております。

③ デリバティブ及びヘッジ活動

　デリバティブについては、財務会計基準書第133号「デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計処理」（同

基準書第138号及び第149号に基づく改訂後）に基づき、全てのデリバティブを公正価値で評価し、公正価値

の変動については、ヘッジ目的の有無及びヘッジ活動の種類に応じて損益またはその他の包括損益に計上し

ております。

④ 年金費用及び退職給付債務

　年金費用及び退職給付債務については、財務会計基準書第87号「年金に関する事業主の会計」及び同基準

書第158号「確定給付型年金制度及びその他の退職後給付制度に関する雇用主の会計処理」に準拠し、処理

しております。
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⑤ 企業結合

　企業結合については、財務会計基準書第141号改「企業結合」及び同基準書第142号「暖簾及びその他の無

形資産」に基づき、取得法により処理しております。企業結合により取得した暖簾及び耐用年数が確定でき

ない無形資産については、規則的な償却に替え、減損テストを実施しております。

⑥ 新株予約権（旧新株引受権）

　旧商法に基づき発行した新株引受権付社債の新株引受権に相当する価額は、発行時に資本剰余金に計上し

ております。

⑦ 売買契約の見込損失

　売買契約に損失が見込まれる場合には、当該契約を締結した期の損失として計上しております。

⑧ 新株発行費

　新株発行費については、税効果額調整後の金額を資本剰余金から直接控除する方法により計上しておりま

す。

４　重要な会計方針の要約

(1) 2009年4月1日以降開始する会計年度に新たに適用となった主な会計基準

　　当社は、2009年4月1日以降開始する会計年度より財務会計基準書第141号改「企業結合」を適用しておりま　

　す。同基準書第141号改は、企業結合によって取得した識別可能な資産、負債、非支配持分及び暖簾の認識及び　　

　測定について定めております。また、同基準書第141号改では企業結合の内容及び企業結合による財務諸表への

　影響を開示することを要求しております。同基準書第141号改の適用による当社連結財務諸表への影響は軽微で

　あります。

　当社は、2009年4月1日以降開始する会計年度より財務会計基準書第160号「連結財務諸表における非支配持分

－会計調査広報（ARB）第51号の改訂」を適用しております。同基準書第160号は、非支配持分株主との取引及

び非支配持分の会計処理について定め、親会社持分と非支配持分とを明確に特定し、識別して開示することを要

求しております。同基準書第160号の適用により、連結貸借対照表については、従来、負債の部と資本の部の中間

に分類していた少数株主持分を、非支配持分として資本の部に含めて計上しております。また、連結損益計算書、

連結包括損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の表示科目の一部を変更しております。なお、同基準書

第160号の表示に関する規定は遡及的に適用され、過年度の連結財務諸表を組替えて表示しております。同基準

書第160号の適用による当社連結財務諸表への影響は軽微であります。

    上記以外は最近の有価証券報告書（2009年6月19日提出）における記載から重要な変更がないため記載を省

略

  しております。

(2) 新会計基準

　2009年6月、財務会計基準審議会は財務会計基準書第166号「金融資産の譲渡の会計処理－基準書第140号の改

訂」を公表しました。同基準書第166号は、同基準書第140号「金融資産の譲渡およびサービス業務ならびに負

債の消滅の会計処理」の改訂であり、適格SPEの概念を除外し、また金融資産のオフバランスに関する要件を変

更するとともに、追加的な開示を要求しております。同基準書第166号は、2009年11月16日以降開始する最初の

会計年度の期首より適用となります。同基準書第166号の適用による当社連結財務諸表への影響を現在検討し

ております。

 　2009年6月、財務会計基準審議会は財務会計基準書第167号「解釈指針第46号（2003年改訂版）の改訂」を公表

しました。同基準書第167号は、解釈指針第46号（2003年改訂版）の改訂であり、投資持分が不充分であるか、又

は支配的財務持分を有していない事業体について、当該事業体を連結をするか否かを決定するための方法を変

更しております。事業体を連結するか否かについては、事業体の目的、デザイン、並びに事業体の経済的成果に最

も重要な影響を与える活動を支配する能力に基づいて決定しております。同基準書第167号は、2009年11月16日

以降に開始する最初の会計年度の期首より適用となります。同基準書第167号の適用による当社連結財務諸表へ

の影響を現在検討しております。
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５　債券及び市場性のある株式

　売買目的有価証券、売却可能有価証券及び満期保有有価証券に分類された有価証券に関する情報は次のとおりで

あります。なお、債券及び市場性のある株式以外の投資は除かれております。

 
当第1四半期末
（2009年6月30日）
（百万円）

 
原価

（百万円）
未実現利益
（百万円）

未実現損失
（百万円）

公正価値
（百万円）

売買目的有価証券 7,313 ― ― 7,313

売却可能有価証券：     

株式 233,352 123,545 △5,881 351,016

債券 3,627 10 ― 3,637

満期保有有価証券 6,361 ― ― 6,361

合計 250,653 123,555 △5,881 368,327

 
前期末

（2009年3月31日）
（百万円）

 
原価

（百万円）
未実現利益
（百万円）

未実現損失
（百万円）

公正価値
（百万円）

売買目的有価証券 8,927 ― ― 8,927

売却可能有価証券：     

株式 232,298 60,908 △10,539 282,667

債券 3,387 10 ― 3,397

満期保有有価証券 7,562 ― ― 7,562

合計 252,174 60,918 △10,539 302,553

　売却可能有価証券及び満期保有有価証券に分類された債券は、主に現金での償還が予定されている優先株式、日本

国債、地方債及び社債で構成されております。当第1四半期末において、12ヶ月以上継続して未実現損失が生じてい

る市場性のある有価証券の公正価値及び未実現損失は、それぞれ2,682百万円及び1,128百万円であります。

　売却可能有価証券と満期保有有価証券に分類された債券の満期別の帳簿残高は次のとおりであります。

 
当第1四半期末
（2009年6月30日）
（百万円）

 
1年以内
（百万円）

1年超5年以内
（百万円）

5年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

合計
（百万円）

売却可能有価証券 414 3,219 4 ― 3,637

満期保有有価証券 5,911 450 ― ― 6,361

 
前期末

（2009年3月31日）
（百万円）

 
1年以内
（百万円）

1年超5年以内
（百万円）

5年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

合計
（百万円）

売却可能有価証券 2,978 416 3 ― 3,397

満期保有有価証券 7,012 550 ― ― 7,562

　売却可能有価証券の売却収入及び売却損益は次のとおりであります。
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当第1四半期
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）
（百万円）

売却収入 2,587

売却益 1,414

売却損 78

売却損益（純額） 1,336

６　長期性資産の減損

　当社は長期性資産について、帳簿価額の回収可能性を損なうと考えられる企業環境の変化や経済事象が発生した

場合には減損テストを行っております。減損額は、当該資産の鑑定評価額、売却予定価額、または事業継続の前提に

基づく将来割引キャッシュ・フローを用いて算出しており、四半期連結損益計算書の「固定資産評価損」に計上

しております。なお、当第1四半期における減損の計上額は779百万円であります。

７　年金及び退職給付債務

　当社の年金制度上の退職給付費用は次のとおりであります。

 

前第1四半期
（自　2008年4月 1日
至　2008年6月30日）
　（百万円）

当第1四半期
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）
　（百万円）

勤務費用 1,443 1,838

利息費用 1,329 1,164

年金資産の期待運用収益 △1,173 △956

数理計算上の差異償却額 1,170 1,860

過去勤務債務の償却額 78 56

 退職給付費用―純額 2,847 3,962

  前期の連結財務諸表注記において、当社の確定給付型の退職年金制度及び退職一時金制度に対する2009年4月1

日から2010年3月31日までの1年間の予定拠出額を10,368百万円としておりましたが、当第1四半期末においては、

7,438百万円と予定しております。
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８　資本

　連結貸借対照表の株主資本、非支配持分及び資本の帳簿価額の変動は、以下のとおりであります。

前第1四半期（自 2008年4月1日　至　2008年6月30日）

　
株主資本

（百万円）

非支配持分

（百万円）

資本合計

（百万円）

　期首残高 1,492,742 129,947 1,622,689

　住友商事㈱株主への配当 △24,999 ― △24,999

　非支配持分への配当 ― △1,910 △1,910

　資本取引及びその他 32 430 462

　包括損益

　　　四半期純利益 78,063 3,640 81,703

　　　その他の包括損益－税効果後    

　　　　未実現有価証券評価損益増減額 43,108 △351 42,757

　　　　外貨換算調整勘定増減額 △3,028 △2,089 △5,117

　　　　未実現デリバティブ評価損益増減額 1,488 ― 1,488

　　　　年金債務調整勘定増減額 3,974 △78 3,896

　四半期包括損益合計 123,605 1,122 124,727

　期末残高 1,591,380 129,589 1,720,969

当第1四半期（自 2009年4月1日　至　2009年6月30日）

　
株主資本

（百万円）

非支配持分

（百万円）

資本合計

（百万円）

　期首残高 1,353,115 105,784 1,458,899

　住友商事㈱株主への配当 △18,750 ― △18,750

　非支配持分への配当 ― △1,825 △1,825

　資本取引及びその他 35 △684 △649

　包括損益

　　　四半期純利益 24,989 1,361 26,350

　　　その他の包括損益－税効果後    

　　　　未実現有価証券評価損益増減額 40,756 202 40,958

　　　　外貨換算調整勘定増減額 24,256 1,653 25,909

　　　　未実現デリバティブ評価損益増減額 △1,885 15 △1,870

　　　　年金債務調整勘定増減額 9,284 114 9,398

　四半期包括損益合計 97,400 3,345 100,745

　期末残高 1,431,800 106,620 1,538,420

ストック・オプション制度

　当社単体は、取締役、執行役員及び当社資格制度に基づく理事に対してストック・オプション制度を採用しておりま

す。当該制度の下では、新株予約権1個当たり普通株式100株が付与対象者に対し付与されることとなります（2006年

以前の付与分は1,000株）。新株予約権の権利行使価格は、(ⅰ)新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く）における東京証券取引所の株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額、あるいは(ⅱ)新株予

約権の発行日における東京証券取引所の株式普通取引の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終

値）のうち、いずれか大きい方の金額としております。

  新株予約権は発行日に100％付与されます。付与された新株予約権は、その付与日の属する会計年度の翌会計年度の

4月1日以降、4年3ヶ月間行使可能となります。

  2009年5月15日開催の取締役会及び2009年6月19日開催の定時株主総会において、195,000株を上限とし、ストック・

オプションとして新株予約権を発行することを決議しました。この決議により、195,000株の新株予約権が割り当てら

れました。

　また、当社単体は、取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。当該制
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度の下では、新株予約権1個当たり普通株式100株が付与対象者に対し付与されることとなりますが（2006年以前の付

与分は1,000株）、新株予約権の権利行使価格は1株当たり1円であります。

　新株予約権は発行日に100％付与されます。付与された新株予約権は、取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し

た日の翌日から10年間行使可能となります。

  2009年5月15日開催の取締役会及び2009年6月19日開催の定時株主総会において、490,000株を上限とし、ストック・

オプションとして新株予約権を発行することを決議しました。この決議により、187,500株の新株予約権が割り当てら

れました。

９  デリバティブ及びヘッジ活動

リスク管理方針

　当社は国際的に営業活動を行っており、為替、金利及び商品価格の変動リスクに晒されております。当社が取り組ん

でいるデリバティブは、主にこれらのリスクを軽減するための為替予約、通貨スワップ、金利スワップ及び商品先物取

引などであります。当社は為替変動リスク、金利変動リスク及び商品価格変動リスクの変化を継続的に監視すること

及びヘッジ機会を検討することによって、これらのリスクを評価しております。当社はトレーディング目的のための

商品デリバティブを保有または発行しております。また当社は、デリバティブの契約相手の契約不履行の場合に生じ

る信用リスクに晒されておりますが、契約相手の大部分は国際的に認知された金融機関であり、契約も多数の主要な

金融機関に分散されているため、そのようなリスクは小さいと考えております。

為替リスク管理

　当社は国際的に営業活動を行っており、当社の営業拠点の現地通貨以外の通貨による売買取引、ファイナンス及び投

資に関連する為替変動リスクに晒されております。当社の為替リスク管理の方針は、外貨建の資産と負債、未認識の確

定契約が相殺されることも考慮の上、為替予約やその他の取引を利用して非機能通貨のキャッシュ・フローの経済的

価値を保全することであります。

金利リスク管理

　当社は主に借入債務に関連する金利変動リスクに晒されております。固定金利の借入債務は、金利変動による公正価

値の変動に晒されております。金利変動による公正価値の変動を管理するために、当社は市場の状況から適当である

と判断した場合、金利スワップ契約を締結しております。金利スワップ契約は、固定金利受取、変動金利支払のスワッ

プにより、固定金利の借入債務を変動金利の借入債務に変更するものであります。金利スワップ契約とヘッジ対象で

ある借入債務とのヘッジ関係は、金利変動リスクから生じる公正価値の変動を相殺することにおいて高度に有効であ

ります。

商品価格リスク管理

　当社は売買取引及びその他の営業活動に利用する商品に関連する価格変動リスクに晒されております。当社は商品

価格の変動をヘッジするために商品先物及び先渡取引、並びにスワップ契約を締結しております。これらの契約は主

に、貴金属、非鉄金属、原油及び農産物に関連するものであります。

公正価値ヘッジ

　公正価値ヘッジとは、資産及び負債に係る公正価値の変動リスクを回避するためのヘッジ手段であります。当社は変

動金利を稼得する資産に対して固定金利支払の借入を行っている場合、当該借入の公正価値の変動をヘッジするため

に金利スワップを利用しております。公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値の変動は損益として

認識され、ヘッジが有効な範囲においてヘッジ対象の公正価値の変動による損益と相殺されております。
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キャッシュ・フローヘッジ

　キャッシュ・フローヘッジとは、将来キャッシュ・フローの変動リスクを回避するためのヘッジ手段であります。当

社は予定取引に関するキャッシュ・フローの変動をヘッジするために商品先物取引を、また、変動金利の借入に関連

するキャッシュ・フローの変動をヘッジするために金利スワップを利用しております。キャッシュ・フローヘッジと

して指定されたデリバティブ取引の公正価値の変動は連結貸借対照表の累積その他の包括損益として資本直入して

おり、ヘッジ対象が損益認識された時点で損益へ振替えております。

海外子会社等に対する純投資のヘッジ

　当社は海外子会社等に対する純投資の為替変動リスクを回避するために通貨スワップを利用しております。ヘッジ

手段であるデリバティブ取引の公正価値の変動は、ヘッジが有効な範囲において連結貸借対照表の累積その他の包括

損益の外貨換算調整勘定として資本直入しております。

ヘッジに指定されないデリバティブ

　財務会計基準書第133号はヘッジ会計を適用するために必要となる基準を明記しております。例えば、ヘッジ会計は、

ヘッジの対象となるリスクの変動により公正価値が変動する際に、その公正価値の変動が損益計上を伴い再測定され

るヘッジ対象については適用できません。当社は、ヘッジ関係がヘッジ会計を適用する要件を満たさない場合を含め、

デリバティブを利用することが経済的に合理的である場合には、デリバティブを利用しております。

　当社は、外貨建資産、負債及び会計上未認識の確定契約に係る為替変動を経済的にヘッジするために為替予約取引を

利用しております。当社はまた、在庫及び会計上未認識の確定契約に係る市況商品の市場価格の変動を経済的にヘッ

ジするために商品先物及び先渡取引、並びにスワップ契約を締結しております。当社はマネジメントの承認する範囲

内でトレーディング目的の商品デリバティブ取引を行っております。これらのデリバティブにはヘッジ会計は適用さ

れず、公正価値の変動は全て損益として認識しております。

　　　マネジメントはデリバティブに関する社内規程に則り、デリバティブの有効性及びこれらデリバティブに係る市場　

　　リスクを継続的に評価しております。
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デリバティブの公正価値

　　　デリバティブの公正価値は以下のとおりであります。

　 当第1四半期末
（2009年6月30日）
（百万円）

ヘッジ指定されている

デリバティブ：

資産 負債

科目　 公正価値 科目　 公正価値

　   金利  その他の流動資産 254  その他の流動負債 2,178

　  その他の資産 25,566  長期債務 3,420

　   外貨  その他の流動資産 6,443  その他の流動負債 4,120

　  その他の資産 10,499  長期債務 1,400

　   商品　  その他の流動資産 1,152  その他の流動負債 676

　  その他の資産 587  長期債務 4,093

 小計　 　 44,501 　 15,887

 ヘッジに指定されない

 デリバティブ：

資産 負債

科目 公正価値 科目　 公正価値

　   金利  その他の流動資産 94  その他の流動負債 201

　  その他の資産 2,521  長期債務 2,875

　   外貨  その他の流動資産 16,567  その他の流動負債 17,157

　  その他の資産 7,941  長期債務 3,017

　   商品　  その他の流動資産 57,984  その他の流動負債 66,152

　  その他の資産 7,600  長期債務 41,628

　   その他　  その他の流動資産 1  その他の流動負債 5

小計　 　 92,708 　 131,035

合計　 　 137,209 　 146,922

　 前期末
（2009年3月31日）
（百万円）

ヘッジ指定されている

デリバティブ：

資産 負債

科目　 公正価値 科目　 公正価値

　   金利  その他の流動資産 22  その他の流動負債 1,608

　  その他の資産 24,978  長期債務 4,673

　   外貨  その他の流動資産 7,160  その他の流動負債 3,384

　  その他の資産 11,000  長期債務 2,133

　   商品　  その他の流動資産 978  その他の流動負債 2,212

　  その他の資産 122  長期債務 4,519

 小計　 　 44,260 　 18,529

 ヘッジに指定されない

 デリバティブ：

資産 負債

科目 公正価値 科目　 公正価値
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　 前期末
（2009年3月31日）
（百万円）

　   金利  その他の資産 1,299  その他の流動負債 141

　 　   長期債務 1,262

　   外貨  その他の流動資産 14,777  その他の流動負債 33,691

　  その他の資産 9,810  長期債務 2,713

　   商品　  その他の流動資産 68,137  その他の流動負債 66,575

　  その他の資産 15,287  長期債務 50,471

　   その他　 　   その他の流動負債 1

小計　 　 109,310 　 154,854

合計　 　 153,570 　 173,383

デリバティブの連結損益計算書への影響

　デリバティブの当第1四半期の連結損益計算書への影響は以下のとおりであります。

　公正価値ヘッジ 　

　

当第1四半期
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）
（百万円）

デリバティブ損益　 ヘッジ対象の損益

科目 金額 科目 金額　

　金利 　受取利息/支払利息 △523 　受取利息/支払利息 523

　外貨 　原価/その他の損益 308 　原価/その他の損益 △308

　商品 　収益/原価 903 　収益/原価 △903

合計 　 688  △688

　キャッシュ・フローヘッジ 　

　

当第1四半期
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）
（百万円）

その他の包括損益

に計上された損益

（有効部分）

累積その他の包括損益

から損益への振替額

（有効部分）　

デリバティブ損益

（非有効部分及び有効性

テスト除外部分）　

金額 科目 金額 科目 金額

　金利　 588   受取利息/支払利息 95 　　　　　－ －

　外貨 △2,056 　原価/その他の損益　 △1,286 　　　　　－ －

　商品 △3,464 　収益/原価 138 　　　　　－ －

合計 △4,932 　 △1,053 　 －

　海外子会社等に対する純投資のヘッジ 　

　

当第1四半期
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）
（百万円）

その他の包括損益

に計上された損益

（有効部分）

累積その他の包括損益

から損益への振替額

　（有効部分）

デリバティブ損益

　（非有効部分及び有効性

テスト除外部分）

金額 科目 金額 科目 金額

　外貨 △2,510 　　　　　－ － 　　　　　－ －
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　ヘッジに指定されないデリバティブ

　

当第1四半期
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）
（百万円）

デリバティブ損益　

 科目　 金額　

　金利 　受取利息/支払利息 △145

　外貨 　原価/その他の損益 981

　商品 　収益/原価 △11,066

　その他 　収益/原価/受取利息 △101

合計 　 △10,331
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10  金融商品

　財務会計基準書第107号「金融商品の公正価値情報の開示」に基づく公正価値の見積り及び評価方法は次のとおり

であります。

　金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は市場価格を用いております。市場価格が入手で

きない金融商品の公正価値に関しては、将来キャッシュ・フローを割引く方法、またはその他の適切な評価方法によ

り見積っております。

現金、現金同等物、短期投資、営業債権及び債務

　満期までの期間が短期であるため帳簿価額と公正価値はほぼ同額であります。

市場性のある有価証券及びその他の投資

　市場性のある有価証券の公正価値は市場価格を用いて見積っております。その他の投資は、顧客やサプライヤーな

ど、非上場である非関連会社の発行する普通株式への投資や、一部の金融機関の発行する非上場の優先株式等を含ん

でおります。非上場普通株式への投資は市場価格が存在せず、また公正価値を見積るのに過度な費用負担が生じるた

め、公正価値を見積るのは現実的でありません（注記５参照）。

非流動債権及び関連会社に対する債権

　帳簿価額と公正価値がほぼ同額であるとみなされる変動金利付貸付金を除く非流動債権（長期貸付金を含む）の公

正価値については、同程度の信用格付を有する貸付先または顧客に対して、同一の残存期間で同条件の貸付または信

用供与を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割引く方法により見積っております。

長期債務

　帳簿価額と公正価値がほぼ同額であるとみなされる変動金利付債務を除く長期債務の公正価値については、同一の

残存期間で同条件の借入を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローを割引く方法により見積っておりま

す。

第三者の債務に対する保証

　財務会計基準審議会解釈指針第45号「第三者の債務に対する間接保証を含む保証に関する保証人の会計処理及び開

示」に基づき、金融保証の公正価値は、独立した企業間の取引として、保証人の受け取るまたは受け取り得る保証料に

基づき見積っております（注記14参照）。

金利スワップ、通貨スワップ及び通貨オプション

　金利スワップ、通貨スワップ及び通貨オプションの公正価値については、ブローカーによる提示相場や、利用可能な

情報に基づく適切な評価方法により見積っております。

為替予約

　為替予約の公正価値については、同様の条件により行う為替予約の市場価格に基づき見積っております。

金利先物取引・債券先物取引・株式先物取引

　金利先物取引・債券先物取引・株式先物取引の公正価値については、市場価格を用いて見積もっております。
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　金融商品及び金融デリバティブの公正価値は次のとおりであります。

 
当第1四半期末
（2009年6月30日）

 
想定元本等
（百万円）

帳簿価額
（百万円）

公正価値
（百万円）

金融資産：    

非流動債権及び関連会社に対する債権    

（貸倒引当金控除後） － 842,549 844,216

金融負債：    

長期債務（一年以内期限到来分を含む） － 3,140,969 3,160,153

金融デリバティブ（資産）：    

金利スワップ 1,114,352 24,908 24,908

通貨スワップ及び通貨オプション 241,087 23,430 23,430

為替予約 191,627 8,101 8,101

  株式先物　 309 1 1

金融デリバティブ（負債）：　    

　金利スワップ 193,435 5,147 5,147

通貨スワップ及び通貨オプション 192,568 5,641 5,641

為替予約 624,849 10,134 10,134

債券先物 3,587 3 3

株式先物 415 2 2

 
前期末

（2009年3月31日）

 
想定元本等
（百万円）

帳簿価額
（百万円）

公正価値
（百万円）

金融資産：    

非流動債権及び関連会社に対する債権    

（貸倒引当金控除後） － 843,920 845,906

金融負債：    

長期債務（一年以内期限到来分を含む） － 3,204,136 3,221,204

金融デリバティブ（資産）：    

金利スワップ 1,122,582 26,261 26,261

通貨スワップ及び通貨オプション 166,255 26,525 26,525

為替予約 260,619 9,499 9,499

金融デリバティブ（負債）：    

金利スワップ 158,502 7,646 7,646

通貨スワップ及び通貨オプション 281,064 14,692 14,692

為替予約 573,595 20,506 20,506

債券先物 1,382 1 1

　当社は世界各国の様々な顧客やサプライヤーと多種多様な営業活動を行うことにより、信用リスクを分散させてお

ります。また、デリバティブについても、取引先の契約不履行等の信用リスクを軽減するため、主要格付機関により一

定水準以上の信用格付を与えられた国際的な優良金融機関とのみ取引を行っております。信用リスクは、マネジメン

トにより承認されたクレジットライン、及び定期的な取引先のモニタリングを通じて管理しており、金融商品取引に

関して相手先の契約不履行等による重大な損失が発生する可能性はないと判断しております。また必要に応じて担保

を要求しております。当第1四半期において、当社の取引全体の10％超を占める顧客は存在しません。

　なお、当第1四半期末及び前期末の金融資産の帳簿価額及び公正価値には、リース債権が、それぞれ309,500百万円及び

331,780百万円含まれております。
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11　公正価値の測定

財務会計基準書第157号は、公正価値の測定に使用されるインプットの優先順位に関する公正価値の階層の3つのレ

ベルを次のとおり設定しております。

レベル1―活発な市場における同一資産・負債の市場価格

   レベル2―直接または間接的に観察可能な価格で構成されたインプット

レベル3―観察不能な価格を含むインプット

公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのうち、最も低いレ

ベルにより決定されます。

　経常的に公正価値で測定される資産及び負債は次のとおりであります。

 
当第1四半期末
（2009年6月30日）
（百万円）

 レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産：     

売買目的有価証券 7,313 ― ― 7,313

売却可能有価証券 354,653 ― ― 354,653

棚卸資産（貴金属等） 33,913 ― ― 33,913

デリバティブ 2,991 79,588 1,266 83,845

資産合計 398,870 79,588 1,266 479,724

負債：     

デリバティブ 600 75,437 22,535 98,572

負債合計 600 75,437 22,535 98,572

 
前期末

（2009年3月31日）
（百万円）

 レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産：     

売買目的有価証券 8,927 ― ― 8,927

売却可能有価証券 286,064 ― ― 286,064

棚卸資産（貴金属等） 43,510 ― ― 43,510

デリバティブ 2,363 111,345 387 114,095

資産合計 340,864 111,345 387 452,596

負債：     

デリバティブ 4,731 120,557 17,760 143,048

負債合計 4,731 120,557 17,760 143,048

売買目的有価証券、売却可能有価証券及び棚卸資産（貴金属等）については、市場価格を使用し、レベル1に分類し

ております。デリバティブについては、レベル1、レベル2又はレベル3に分類しており、市場価格を使用しているものは

レベル1に、外国為替レートや金利などの観察可能なインプットを用いた価格モデルを使用しているものはレベル2

に、観察不能なインプットを用いた価格モデルを使用しているものはレベル3に分類しております。

　経常的にレベル3で測定されるデリバティブ（純額）の当第1四半期首から当第1四半期末までの変動は次のとおり
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であります。

 

当第1四半期
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）
（百万円）

期首残高 △17,373

損益（実現または未実現） △4,489

決済による増減 593

期末残高 △21,269

　  

損益のうち、当第1四半期末に保有す

る資産の未実現損益
△5,661

全ての損益（実現または未実現）は、連結損益計算書の「商品販売に係る収益」及び「商品販売に係る原価」に含

まれております。

当第1四半期において、非経常的に公正価値で測定された重要な資産及び負債はありません。

12　1株当たり四半期純利益（住友商事㈱に帰属）

基本的及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益（住友商事㈱に帰属）の計算過程は次のとおりであります。

　
前第1四半期

（自　2008年4月 1日
至　2008年6月30日）

当第1四半期　
（自　2009年4月 1日
至　2009年6月30日）　

分子（百万円）：

四半期純利益（住友商事㈱に帰属） 78,063 24,989

分母（株）：   

基本的加重平均普通株式数 1,249,992,895 1,250,026,988

希薄化効果の影響：   

ストック・オプション 185,508 286,215

希薄化効果の影響調整後

加重平均普通株式数 1,250,178,403 1,250,313,203

　   

1株当たり四半期純利益（住友商事㈱に帰属）（円）：

基本的

潜在株式調整後

62.45

62.44

19.99

19.99
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13　セグメント情報

　オペレーティング・セグメント情報は次のとおりであります。

【オペレーティング・セグメント情報】

前第1四半期(自　2008年4月1日　至　2008年6月30日)

　
金属

(百万円)

輸送機
・建機

(百万円)

インフラ
(百万円)

メディア
・ライフ
スタイル
(百万円)

資源・
化学品

　(百万円)

生活産業・
建設不動産

(百万円)

収益 148,637 220,290 32,788 118,718 93,241 97,172

売上総利益 24,233 41,339 9,621 42,076 30,903 31,989

四半期純利益

(住友商事㈱に帰属）
9,475 9,170 4,995 2,229 20,121 5,426

総資産(2009年3月末) 645,509 1,451,365 482,537 696,877 967,963 722,158

売上高 482,118 443,431 78,066 142,859 908,683 231,334

　
金融・物流

(百万円)

国内
ブロック
・支社

(百万円)

海外
現地法人
・海外支店

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

収益 25,079 23,243 170,677 929,845 △5,240 924,605

売上総利益 8,594 11,820 55,402 255,977 △2,178 253,799

四半期純利益

(住友商事㈱に帰属）
2,837 2,548 14,561 71,362 6,701 78,063

総資産(2009年3月末) 581,484 409,142 1,203,154 7,160,189 △142,033 7,018,156

売上高 36,999 274,777 528,167 3,126,434 △277,388 2,849,046

当第1四半期(自　2009年4月1日　至　2009年6月30日)

　
金属

(百万円)

輸送機
・建機

(百万円)

インフラ
(百万円)

メディア
・ライフ
スタイル
(百万円)

資源・
化学品

　(百万円)

生活産業・
建設不動産

(百万円)

収益 95,811 146,070 24,727 120,988 44,969 82,327

売上総利益 13,986 30,041 6,858 41,884 12,550 24,125

四半期純利益

(住友商事㈱に帰属）
2,833 4,835 2,516 1,947 1,600 2,409

総資産(2009年6月末) 582,372 1,420,117 453,961 605,436 1,048,357 693,387

売上高 320,875 311,139 49,322 139,898 510,785 168,431

　
金融・物流

(百万円)

国内
ブロック
・支社

(百万円)

海外
現地法人
・海外支店

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

収益 7,492 16,006 131,332 669,722 △4,835 664,887

売上総利益 4,889 8,094 40,400 182,827 △2,635 180,192

四半期純利益

(住友商事㈱に帰属）
511 245 5,897 22,793 2,196 24,989

総資産(2009年6月末) 565,713 366,137 1,154,872 6,890,352 △51,266 6,839,086
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金融・物流

(百万円)

国内
ブロック
・支社

(百万円)

海外
現地法人
・海外支店

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高 8,998 184,961 341,805 2,036,214 △160,450 1,875,764

(注) １　各セグメントに配賦できない全社資産は、主に全社目的のために保有される現金及び現金同等物、及び市場性のあ

る有価証券により構成されております。

２　セグメント間の取引は、通常の市場価格にて行われております。

３　「売上高」は、当社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計であります。こ

れは日本の総合商社で一般的に用いられている指標であり、米国会計基準に基づく「Sales」あるいは「

Revenues」と同義ではなく、また、代用されるものではありません。

４　当第1四半期より財務会計基準書第160号「連結財務諸表における非支配持分―会計調査広報（ARB）第51号の

改訂」を適用しており、前第1四半期を含め、表示科目を一部変更しております。

５　当社は、2009年4月1日付で、化学品・エレクトロニクス事業部門と資源・エネルギー事業部門とを統合して資源

・化学品事業部門を新設し、営業部門を7事業部門に再編しました。これに伴い、当第1四半期よりオペレーティン

グ・セグメントを変更しております。また、前第1四半期のオペレーティング・セグメントは組替えて表示してお

ります。
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14　契約及び偶発債務

(1) 契約

　当社は、通常の営業活動において、一部の商品に関して固定価格または変動価格による長期購入契約を締結して

おります。これらの購入契約に対しては、通常、顧客への販売契約を取り付けております。

(2) 保証

  当社は、様々な保証契約を締結しております。これらの契約には、関連会社やサプライヤー、顧客、従業員に対す

る信用補完、及びオペレーティング・リース取引におけるリース資産の残価保証等が含まれます。

　当社は、財務会計基準審議会解釈指針第45号「第三者の債務に対する間接保証を含む保証に関する保証人の会

計処理及び開示」を適用しております。同解釈指針は、2003年1月1日以降に差入もしくは改訂を行った保証につ

いて、公正価値を負債として認識することを規定しております。当第1四半期末に当社が保証人として認識した債

務額は僅少であります。

　主な保証に対する、割引前の将来最大支払可能性額は、次のとおりであります。

　
当第1四半期末
（2009年6月30日）
（百万円）

銀行に対する割引手形 132,614

債務保証：  

関連会社の債務に対する保証 78,725

第三者の債務に対する保証 40,406

従業員の債務に対する保証 2,635

残価保証 11,005

合計 265,385

①　銀行に対する割引手形

　当社は、主に輸出取引に伴い発生した割引手形に係る偶発債務（最長期限 2010年）を負っており、これらの手

形の振出人が支払不能となった場合には、当社に銀行等への支払義務が生じることとなります。当第1四半期末に

おいて、上記割引手形のうち、101,101百万円については、他の銀行による信用状が付されております。

②　関連会社の債務に対する保証

　当社は、一部の関連会社の銀行借入、仕入先への支払債務及びその他の債務に対して保証（最長期限 2021年）

を行っております。一部の保証は、第三者による裏保証が付されており、当該裏保証の残高は当第1四半期末で

1,297百万円であります。銀行からの借り手である関連会社が返済不能となった場合、当社は返済不能額を負担し、

また付随する損失を負担することがあります。 

③　第三者の債務に対する保証

　当社は、主にサプライヤーや顧客を中心に第三者の債務に対して保証（最長期限 2025年）を行っております。

当社は債務者が保証債務の対象となっている債務を返済できない場合、当該債務を負担しなければなりません。

一部の保証は、第三者による裏保証が付されており、当該裏保証の残高は当第1四半期末で46百万円であります。

また一部の保証債務は債務者の資産により担保されております。

④　従業員の債務に対する保証

　当社は、福利厚生プログラムの一環として従業員の住宅資金借入に対し保証を行っております。当該保証の最長

期間は25年間です。当社は従業員が保証債務の対象となっている銀行借入を返済できない場合、当該債務を負担

しなければなりません。これらの保証債務は従業員の住宅によって担保されております。

EDINET提出書類

住友商事株式会社(E02528)

四半期報告書

41/45



⑤　残価保証

　当社は、残価保証に係る偶発債務（最長期限 2015年）を負っております。これは、輸送機械等のオペレーティン

グ・リース取引において、当該輸送機械等の所有者に対し、契約上特定された一時点における処分額をある一定

の価額まで保証するものであります。実際処分額が保証額を下回った場合には、契約上の義務が有効である限り、

当社は不足額を補填することとなりますが、当第1四半期末において、対象となる資産の見積将来価値は保証額を

上回っており、従って、これら残価保証に対する引当金は計上しておりません。

　上記契約及び保証のうち、損失が見込まれるものに対しては、所要の引当金を計上しており、マネジメントは、これら

に関し重大な追加損失は発生しないものと見込んでおります。

(3) 訴訟

　当社は事業遂行上偶発的に発生する訴訟や訴訟に至らない請求等を受けておりますが、当社の経営上、重要な影

響を及ぼすものはありません。

15　企業結合

　2009年5月15日、当社は、英国領北海の油田権益保有会社であるOranje-Nassau（U.K.）Limited（当第1四半期末に

おいては、Summit Petroleum Limitedに商号変更しております。）の発行済株式の100%を、同社の親会社である

Oranje-Nassau Energie B.V.より、251百万ユーロで取得しました。

　この取得の目的は、当社の石油ガス開発事業の重点取り組み地域の一つである英国領北海において、優良上流資

産を積み増し、更なる安定収益基盤を構築することにあります。

　当第1四半期末現在、取得資産、引受負債の測定は完了しておりません。

16  後発事象

　当第1四半期の四半期報告書提出日である2009年8月13日現在において、記載すべき重要な後発事象はありませ

ん。

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

2008年8月13日

住友商事株式会社

取締役会　御中

あ　ず　さ　監　査　法　人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 河　合　利　治　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 高　橋　　　勉　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 杉　浦　宏　明　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友商事株式会社の

2008年4月1日から2009年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期間（2008年4月1日から2008年6月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準（四半期連結財務諸表注記事項１及び３参照）に準拠して、住友商事株式会社及び連結子会社の2008年6

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)　　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

2009年8月13日

住友商事株式会社

取締役会　御中

あ　ず　さ　監　査　法　人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 河　合　利　治　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 高　橋　　　勉　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森　　　俊　哉　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友商事株式会社の

2009年4月1日から2010年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2009年4月1日から2009年6月30日まで）

及び第1四半期連結累計期間（2009年4月1日から2009年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準（四半期連結財務諸表注記事項1及び3参照）に準拠して、住友商事株式会社及び連結子会社の2009年6月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　四半期連結財務諸表注記事項4(1)に記載されているとおり、会社は2009年4月1日以降開始する会計年度より財務会計基準

書第160号「連結財務諸表における非支配持分―ARB第51号の改訂」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)　　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。
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